
 

 

 

2018年 9月 28日 

航空会社各位 

     東京国際エアカーゴターミナル株式会社 

      事業部 貨物事業課 

 

TIACT輸入貨物受託停止について 

 

 

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、9月 4日の台風 21号による関西国際空港被災以来、応援要員受け入れ・保税蔵置場拡張等によ

り、急増する貨物量への対応を図って参りましたが、成田空港の一部上屋受託制限の影響もあり、先週末

から更に貨物量が急増し上屋機能の限界を超える事態となっています。 

 9月 27 日からは転送貨物の受託停止を各社様に依頼しご支援頂いておりましたが、一向に改善の目処

が見えず、到着貨物突合までに 4-5日要する状況が続いております。また、拡張した保税蔵置場のスペー

スも限界に達し、ランプ側に貨物が溢れるなど物理的に対応が不可能な状態となっております。 

大変恐縮ながら、1日も早く上屋機能の回復を図るため輸入貨物の受託を停止いたします。 

皆様には大変なご迷惑をお掛けしますが、状況改善まで今暫くの間ご理解とご容赦をお願いすると共

に、下記事項につきご協力賜りたく宜しくお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

記 

   

1. ご協力をお願いしたき事項 

羽田空港に到着する全ての輸入貨物の受託停止 

   ※生鮮貨物、人道的に緊急性のある貨物は対象外とします。 

 

2. 期間 

9月 30日（日）の到着便から別途ご案内させて頂くまでの間 

 

3. お問合せ窓口 

東京国際エアカーゴターミナル株式会社  事業部 貨物事業課 

電話 03-5757-7558 

メール kamotsu@tiact.co.jp 

以上 


